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国立研究開発法人森林研究・整備機構物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領の規程に基づき、下記業者

に対し指名停止を行います。

指名停止措置の概要

指名停止措置業者名及び住所 指名停止の期間 国立研究開発法人森林研究・ 事実概要

整備機構物品の製造契約、物

品の購入契約及び役務等契約

指名停止等措置要領

該当条項

株式会社ＫＳＰ・ＥＡＳＴ 平成３１年３月 １日 「国立研究開発法人森林研究 株式会社ＫＳＰ・ＥＡＳＴは、当所で

代表取締役 五十嵐 久男 から ・整備機構物品の製造契約、 入札を行った「森林総合研究所保安警

平成３１年５月３１日 物品の購入契約及び役務等契 備業務」に応札し落札したものである

埼玉県さいたま市浦和区高砂２ まで 約指名停止等措置要領」 が、入札金額を誤っていたことを理由

丁目３番１８号 （３カ月間） 別表 ８ に契約締結を辞退する旨の申し出を行

ったものである。


